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平
成
30
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
し
く
み

　
国
保
が
守
る
み
ん
な
の
健
康

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し

て
い
な
い
人
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め

の
制
度
で
、
加
入
者
の
保
険
料
と
国
・
府
・
市
の
負
担
金
な
ど
の
公
費
（
税
金
）

に
よ
っ
て
医
療
費
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
現

在
で
、
１
１
，
７
７
２
世
帯
、
１
８
，
９
０
８
人
が
国
保
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
保
険
料
の
し
く
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る

み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
は
医
療
分
・

支
援
分
・
介
護
分
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
「
医
療

分
」
は
加
入
者
の
医
療
に

か
か
る
分
、
「
支
援
分
」�

は
後
期
高
齢
者
医
療
を

支
え
る
分
で
す
。
ま
た
、

「
介
護
分
」
は
40
歳
～
64

歳
ま
で
の
国
保
加
入
者
に

係
る
介
護
保
険
（
第
2
号

被
保
険
者
）
の
分
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
考

え
方
は
、
医
療
分
の
保
険

料
は
京
都
府
全
体
の
医
療

費
の
見
込
み
の
内
、
城
陽

市
の
被
保
険
者
が
負
担
す

る
金
額
か
ら
、
府
・
市
の

負
担
金
な
ど
を
差
し
引
い

た
残
り
を
加
入
者
が
負
担

し
合
う
も
の
で
す
。
ま
た

支
援
分
は
後
期
高
齢
者
の

医
療
に
か
か
る
医
療
費
に

つ
い
て
、
介
護
分
は
介
護

保
険
に
か
か
る
納
付
金
に

つ
い
て
負
担
し
あ
う
も
の

で
す
。

　

医
療
分
と
支
援
分
、
介

護
分
を
あ
わ
せ
た
保
険
料

の
額
は
「
平
成
30
年
度
国

民
健
康
保
険
料
納
入
決
定

・
更
正
通
知
書
」
に
よ
り
、

6
月
15
日
付
け
で
世
帯
主

あ
て
に
通
知
し
ま
す
。

　

保
険
料
と
し
て
納
め
て

い
た
だ
く
の
は
、
医
療
分

と
支
援
分
、
介
護
分
そ
れ

ぞ
れ
の
所
得
割
額
・
均
等

割
額
・
平
等
割
額
を
合
計

し
た
額
で
す
。
平
成
30
年

度
保
険
料
の
単
価
や
率
は
、

表
（
１
）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

「
所
得
割
」
は
加
入
者

の
前
年
の
所
得
金
額
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
、
「
均
等
割
」
は
世

帯
の
加
入
者
の
人
数
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
、
「
平
等
割
」
は
加

入
世
帯
に
均
一
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
保
険
料

は
世
帯
の
所
得
や
加
入
者

の
人
数
に
よ
り
異
な
る
も

の
で
す
が
、
保
険
料
が
高

い
人
も
低
い
人
も
、
受
け

ら
れ
る
医
療
な
ど
の
内
容

は
み
な
さ
ん
同
じ
で
す
。

そ
の
た
め
、
保
険
料
に
は

負
担
の
限
度
額
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
分
、
支
援
分
、
介

護
分
そ
れ
ぞ
れ
の
賦
課
限

度
額
は
表
（
1
）
の
と
お

り
で
す
。

　

保
険
料
は
、
加
入
者
全

員
の
前
年
の
所
得
金
額
や

加
入
者
数
を
も
と
に
計
算

し
ま
す
。「
平
成
30
年
度

国
民
健
康
保
険
料
納
入
決

定
・
更
正
通
知
書
」
が
届

き
ま
し
た
ら
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
表
（
１
）・
表

（
２
）、
表
（
３
）
を
参

考
に
、
ご
自
身
で
計
算
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

年
度
の
途
中
で
世
帯
や

加
入
者
な
ど
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
保
険
料
を

月
単
位
で
計
算
し
、
届
出

の
翌
月
以
降
に
「
国
民
健

康
保
険
料
納
入
決
定
・
更

正
通
知
書
」
を
送
付
し
ま

す
。
保
険
料
は
、
加
入
の

届
出
を
し
た
日
か
ら
で
は

な
く
国
保
の
資
格
を
取
得

し
た
月
か
ら
、
資
格
を
失

っ
た
月
の
前
月
ま
で
の
計

算
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
保
険
料
の
う
ち

介
護
分
に
つ
い
て
は
、
40

歳
に
な
る
月
（
月
の
初
日

生
ま
れ
の
人
は
前
月
）
か

ら
65
歳
に
な
る
前
月
（
月

の
初
日
生
ま
れ
の
人
は
前

々
月
）
ま
で
の
分
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

40
歳
に
な
る
と
き
は
40

歳
に
な
っ
た
月
の
翌
月
に

「
国
民
健
康
保
険
料
納
入

決
定
・
更
正
通
知
書
」
を

送
付
し
ま
す
が
、
65
歳
に

な
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め

そ
の
月
数
を
見
込
ん
で
保

険
料
の
通
知
を
し
て
い
ま

す
の
で
、
65
歳
に
な
っ
て

も
「
国
民
健
康
保
険
料
納

入
決
定
・
更
正
通
知
書
」

は
送
付
し
ま
せ
ん
。

　

75
歳
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
保
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
に
変
わ
る
人
は
、

75
歳
に
な
る
月
の
前
月
ま

で
の
保
険
料
で
計
算
し
て

通
知
し
て
い
ま
す
。

　

所
得
が
一
定
額
よ
り
も

少
な
い
世
帯
に
対
し
て
、

保
険
料
の
７
割
・
５
割
・

2
割
分
を
軽
減
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の

う
ち
均
等
割
額
と
平
等
割

額
を
軽
減
す
る
も
の
で
、

医
療
分
・
支
援
分
・
介
護

分
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ

ま
す
。
す
べ
て
所
得
の
申

告
書
な
ど
に
よ
り
行
い
ま

す
の
で
、
必
ず
確
定
申
告

な
ど
所
得
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。
判
定
基
準
は

表
（
3
）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

前
年
度
・
前
々
年
度
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
の
資�

格
を
取
得
し
た
場
合
や
、

前
々
年
分
な
ど
の
所
得
が

変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
年
度
の
保
険
料
が

「
平
成
30
年
度
過
年
度
新

規
分
」
と
し
て
賦
課
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
通

知
書
は
、
過
年
度
新
規
分

と
平
成
30
年
度
分
の
2
通

ま
た
は
３
通
送
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
保
険
料

の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
が
、
平
成
30

年
４
月
支
給
分
の
年
金
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

４
月
支
給
分
、
６
月
支

給
分
の
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
る
人
に
は
「
国
民

健
康
保
険
料
特
別
徴
収
仮

徴
収
額
通
知
書
」
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
は
、

○
国
保
加
入
者
全
員
が
65

歳
以
上
の
世
帯

○
年
金
支
給
額
が
年
額
18

万
円
以
上
の
世
帯

○
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
料
の
合
計
金
額
が

年
金
支
給
額
の
2
分
の
1

を
超
え
な
い
世
帯

こ
の
３
つ
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
す
世
帯
主
（
国
保

加
入
者
）
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
口

座
振
替
に
よ
り
保
険
料
を

滞
り
な
く
納
付
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
引
き
続
き
口

座
振
替
で
納
付
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
料
率

保
険
料
の
限
度
額

表（１）平成30年度保険料の料率
区分 平成30年度 平成29年度 差引

医
療
分

所得割率 8.09% 8.28％ △0.19％
均等割額 22,150円 23,630円 △1,480円
平等割額 25,210円 26,840円 △1,630円
賦課限度額 580,000円 540,000円 40,000円

支
援
分

所得割率 2.87% 2.87％ 0％
均等割額 7,820円 7,880円 △60円
平等割額 8,900円 9,100円 △200円
賦課限度額 190,000円 190,000円 0円

介
護
分

所得割率 2.69% 3.12％ △0.43％
均等割額 7,760円 8,570円 △810円
平等割額 6,100円 6,920円 △820円
賦課限度額 160,000円 160,000円 0円

表（２）平成30年度保険料の計算方法

保険料＝医療分＋支援分＋介護分

※賦課総所得金額＝総所得金額－基礎控除金額（330,000円）
※介護分は、40〜64歳までの国保加入者にかかります
※それぞれの計算の後、100円未満は切り捨てます

（例）世帯主41歳、妻38歳、子14歳の場合（妻・子の所得はないものとします）

医療分
支援分
介護分

= + +
均等割額

加入者数×均等割額

所得割額

×所得割率加入者全員の
賦課総所得金額

平等割額

加入者の
総所得金額 軽減割合 医療分 支援分 介護分 保険料

（合計）

３３万円 ７割 27,400円 9,600円 4,100円 41,200円

１１４万円 ５割 111,300円 39,400円 28,700円 179,400円

１８０万円 ２割 192,200円 68,000円 50,600円 310,200円

３００万円 － 307,600円 108,900円 85,600円 502,100円

６００万円 － 550,300円 190,000円 160,000円 900,300円

保
険
料
の
負
担

保
険
料
の
計
算
方
法

保
険
料
の
変
更

保
険
料
の
軽
減

保
険
料
の

過
年
度
新
規
分

保
険
料
の
特
別
徴
収

表（３）平成30年度保険料の軽減判定基準
軽減割合 世帯の所得

７割軽減 〔３３万円〕以下

５割軽減 〔３３万円＋２７. ５万円×加入者数〕以下

２割軽減 〔３３万円＋５０万円×加入者数〕以下



（2）平成30年（2018年）６月15日

国民健康保険の届出は必ず14日以内に行ってください

国保だより国保

人間ドック・脳ドック受診補助の申込結果について

平成30年度人間ドック・脳ドック申込結果

　4月11日～20日に募集した平成30年度の人間ドック・脳ドック受
診補助の申込結果は下表のとおりです。定員を超える多数の申込があ
りましたので、国民健康保険運営協議会委員による抽選で決定しまし
た（申込者全員に結果通知を送付しています）。
　抽選の際の優先順位は次のとおりです。

①　平成29年度落選した人
②　平成29年度申し込みをしていない人
③　平成29年度当選したが、キャンセルした人
④　平成29年度当選し、受診した人

※�今年度75歳になる人は、高齢者（75歳以上）の人間ドック・脳ドック
における申し込みは初めてとなりますので、②に該当します
　なお、人間ドックのみのコース、人間ドック・脳ドックの併用コース
を受診される人は、特定健診および75歳以上の人を対象とした健康診
査を受けることができませんのでご注意ください。

　制度改正により平成30年８月診療分から、70歳以上のみなさんの高額療養
費の自己負担限度額が変わります。
　高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費が高額になった場合、定めら
れた自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。自己
負担限度額は個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
　なお、70歳未満の人の自己負担限度額は変更ありません。

健診種別 国保加入者 高齢者（75歳以上）
申込者数 定員 申込者数 定員

人間ドック 351人 210人 155人 85人
脳ドック 149人 100人 170人 80人

人間ドック・脳ドック
併用コース 881人 460人 432人 190人

合計 �1,381人 770人 757人 355人

※1　�世帯収入の合計が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「基礎控除後の総
所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も含みます

※2　�過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限
額が下がります

■自己負担限度額（70歳以上の人の場合）
◯平成30年７月診療分まで� （月額）

◯平成30年８月診療分から� （月額）

高額療養費の自己負担限度額が変わります

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

現役並み 課税所得
145万円以上の人 57,600円 80,100円＋（医療費-267,000円）×１％

〈多数回44,400円※２〉

一般 課税所得
145万円未満の人（※１）

14,000円
〈年間上限14万
4,000円〉

57,600円
〈多数回44,400円※２〉

住民税非課税
Ⅱ�住民税非課税世帯

8,000円
24,600円

Ⅰ�住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など） 15,000円

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

現役並み

課税所得690万以上 252,600円＋（医療費-842,000円）×１％
〈多数回140,100円※２〉

課税所得380万以上 167,400円＋（医療費-558,000円）×１％
〈多数回93,000円※２〉

課税所得145万以上 80,100円＋（医療費-267,000円）×１％
〈多数回44,400円※２〉

一般 課税所得
145万円未満の人（※１）

18,000円
〈年間上限14万
4,000円〉

57,600円
〈多数回44,400円※２〉

住民税非課税
Ⅱ�住民税非課税世帯

8,000円
24,600円

Ⅰ�住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など） 15,000円

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
い
て

い
る
人
は
、
金
融
機
関
へ

の
届
出
後
、
国
保
医
療
課

へ
の
届
出
に
よ
り
、
保
険

料
の
支
払
方
法
を
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

口
座
振
替
へ
の
変
更
は

①
金
融
機
関
へ
の
届
出

・
通
帳
、
通
帳
届
出
印

・�

被
保
険
者
証
ま
た
は
平

成
30
年
度
国
民
健
康
保

険
料
納
入
決
定
・
更
正

通
知
書

②
国
保
医
療
課
へ
の
届
出

・
被
保
険
者
証

・
は
ん
こ

・
口
座
振
替
依
頼
書
控

が
必
要
で
す
。

7
月
末
ま
で
に
届
け
出
た

場
合
、
10
月
支
給
分
の
年

保
険
料
の
特
別
徴
収

か
ら
の
変
更

金
か
ら
の
天
引
き
を
中
止

で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
（
自
動
払
い

込
み
）
を
新
規
申
込
・
変

更
す
る
場
合
は
、
『
口
座

振
替
依
頼
書
』
を
、
新
た

に
利
用
す
る
市
の
取
扱
金

融
機
関
な
ど
の
窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
廃
止

の
場
合
は
、
現
在
利
用
し

て
い
る
金
融
機
関
な
ど
の

窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
）。

　

ま
た
、
市
役
所
窓
口
に

て
「Pay-easy

（
ペ
イ
ジ�

ー
）
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
使
い
、
口

座
届
出
印
な
し
で
口
座
振

替
の
申
込
が
窓
口
で
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
手
続

き
の
際
に
は
、
金
融
機
関

国
保
料
の
納
付
は�

口
座
振
替
で

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
、

本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

▼
利
用
で
き
る
金
融
機
関　

京
都
銀
行
、
南
都
銀
行
、

京
都
信
用
金
庫
、
京
都
中

央
信
用
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行

　

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

納
付
状
況
に
応
じ
て
有
効

期
限
が
３
カ
月
・
６
カ
月�

・
12
カ
月
な
ど
に
限
定
さ

れ
る
「
短
期
被
保
険
者

証
」
の
交
付
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
短
期
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
が
切
れ
る
と

き
に
は
、
更
新
の
通
知
と

保
険
料
納
付
の
お
願
い
、

納
付
が
困
難
な
場
合
の
相

談
先�

京
都
地
方
税
機
構

〔
☎（
46
）６
５
６
８
〕
を

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
保

険
料
が
未
納
で
被
保
険
者

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て

い
て
も
国
保
の
資
格
は
あ

り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

に
か
か
る
と
き
は
必
ず
事

前
に
、
国
保
医
療
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
災
害
や
そ
の
他

特
別
な
事
情
が
な
い
の
に

納
期
限
か
ら
１
年
以
上
保

険
料
を
滞
納
す
る
と
、
被

保
険
者
証
で
は
な
く
「
被

保
険
者
資
格
証
明
書
」
の

交
付
に
な
り
ま
す
。
資
格

証
明
書
の
交
付
を
受
け
る

と
、
医
療
費
は
い
っ
た
ん

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。
ど
う
し
て
も
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

お
早
め
に
国
保
医
療
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難

で
次
の
よ
う
な
状
況
の
人

は
、
保
険
料
を
減
免
で
き

保
険
料
の
減
免

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、
所
得
割
額
が
賦
課

さ
れ
て
い
る
人
（
給
付
制

限
を
受
け
て
い
る
人
は
除

く
）
が
対
象
で
す
。
必
ず

納
期
限
内
（
当
初
賦
課
分

は
６
月
29
日
ま
で
）
に
、

国
保
医
療
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

○
災
害
な
ど
に
よ
り
居
住

用
の
固
定
資
産
が
被
害
を

受
け
た
人　
○
所
得
が
皆

無
と
な
っ
た
た
め
、
生
活

が
著
し
く
困
難
な
人　
○

雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る

失
業
給
付
等
受
給
資
格
者

で
、
今
年
の
所
得
が
前
年

所
得
に
比
べ
減
少
し
て
い

る
人　
○
給
付
制
限
を
受

け
て
い
る
人
（
例
・
拘
置

所
な
ど
に
拘
禁
さ
れ
て
い

る
人
）

※
所
得
の
減
少
に
つ
い
て

は
、
市
の
定
め
る
基
準
を

満
た
し
た
場
合
に
限
ら
れ

ま
す

※
減
免
の
可
否
に
つ
い
て

は
市
の
基
準
に
基
づ
き
審

査
し
ま
す

　

70
～
74
歳
の
人
の
窓
口

負
担
は
、
次
の
と
お
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。

○
誕
生
日
が
昭
和
19
年
４

月
１
日
以
前
の
人
…
負
担

割
合
は
１
割
（
現
役
並
み

所
得
者
は
３
割
）

○
誕
生
日
が
昭
和
19
年
４

月
２
日
以
降
の
人
…
誕
生

日
の
翌
月
（
た
だ
し
誕
生

日
が
１
日
の
人
は
そ
の

月
）
か
ら
２
割
（
現
役
並

み
所
得
者
は
３
割
）

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
は
、
効

70
歳
以
上
の
負
担
割
合

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
を
使
い
ま
し
ょ
う

き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ

れ
て
い
る
お
薬
（
先
発
医

薬
品
）
と
主
成
分
が
同
一

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
審
査

さ
れ
、
国
か
ら
製
造
・
販

売
が
承
認
さ
れ
た
安
価
な

お
薬
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る

こ
と
で
、
窓
口
負
担
が
軽

減
で
き
ま
す
。
市
で
は
国

民
健
康
保
険
加
入
者
で
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
、
薬
の
負

担
額
を
低
減
で
き
る
可
能

性
の
あ
る
人
に
差
額
通
知

を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
薬
代
が
下
が
っ
て
も
、

処
方
せ
ん
料
な
ど
の
有
無

に
よ
り
、
支
払
金
額
は
先

発
医
薬
品
使
用
時
と
変
わ

ら
な
か
っ
た
り
、
逆
に
上

が
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
切
り
替
え
に
つ

い
て
は
、
か
か
り
つ
け
の

医
師
・
薬
剤
師
に
ご
相
談

く
だ
さ
い

　

各
種
が
ん
検
診
を
10
月

31
日
ま
で
（
子
宮
頸
が
ん

検
診
・
乳
が
ん
検
診
は
12

月
28
日
ま
で
）
実
施
し
て

い
ま
す
。
受
診
時
点
で
国

保
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、

窓
口
で
負
担
し
た
受
診
費

用
は
、
国
保
か
ら
還
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
子
宮
頸

が
ん
検
診
の
対
象
者
は
20

歳
以
上
の
西
暦
奇
数
年
生

ま
れ
の
女
性
、
乳
が
ん
検

診
の
対
象
者
は
40
歳
以
上

の
西
暦
奇
数
年
生
ま
れ
の

女
性
で
す
。
還
付
手
続
に

必
要
な
「
受
診
費
用
助
成

申
請
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が

届
い
て
い
な
い
場
合
は
国

保
医
療
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
（
子
宮
頸
が
ん
検

各
種
が
ん
検
診

受
診
費
用
助
成
券

診
・
乳
が
ん
検
診
の
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
が
届
い
て
い

る
人
は
、
無
料
ク
ー
ポ
ン

券
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
）。

※
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
に
つ

い
て
詳
し
く
は
保
健
セ
ン

タ
ー
〔
☎（
55
）１
１
１

１
〕
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

　

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の

国
保
加
入
者
を
対
象
に
、

10
月
31
日
ま
で
特
定
健
康

診
査
（
特
定
健
診
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者

に
は
個
別
に
通
知
し
て
い

ま
す
。

　
国
保
の
加
入
者
は
受
診

費
用
が
無
料
で
す
。
日
ご

ろ
の
健
康
管
理
の
た
め
に
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

※
被
保
険
者
証
を
持
参
の

特
定
健
診
が
無
料
で

受
け
ら
れ
ま
す

う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い

※
市
の
実
施
す
る
人
間
ド

ッ
ク
の
受
診
補
助
を
ご
利

用
に
な
っ
た
場
合
、
特
定

健
診
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

　

市
職
員
や
日
本
年
金
機

構
な
ど
の
職
員
な
ど
を
名

乗
り
、
「
医
療
費
の
還
付

金
が
ま
だ
返
金
さ
れ
て
い

な
い
」
な
ど
と
言
葉
巧
み

に
誘
い
出
し
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
か

ら
振
り
込
み
を
さ
せ
る
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
保
険
料
や
医
療
費

な
ど
の
還
付
の
通
知
は
全

て
文
書
で
行
い
、
申
請
い

た
だ
い
た
振
込
先
に
振
り

込
み
ま
す
の
で
、
電
話
で

返
金
を
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
返
金

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
が

還
付
金
詐
欺
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

か
か
っ
て
き
た
ら
、
次
の

点
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

①�

あ
わ
て
な
い
、
動
揺
し

な
い

②�

必
ず
本
人
や
関
係
行
政

機
関
に
連
絡
す
る

③�

振
り
込
む
前
に
家
族
に

相
談
す
る

④�

Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
く
よ
う
に

言
わ
れ
た
ら
詐
欺
か
と

疑
う

※
不
審
な
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
ら
、
関
係
機
関
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎

（
56
）４
０
５
２　

城
陽
警

察
署
☎（
53
）０
１
１
０


